
　　　　　【日　　時】　１０月１６日（木）１0：0０～１1：３０
　　　　　【場　　所】　三次市　まちづくりセンター
　　　　　【参 加 者】　４５名
　　　　　【主　　催】　広島県・（公財）広島県交通安全協会

　　　　　　　　　　この度の研修会では、まず、三次警察署内海交通課長様に交
　　　　　　　　　通事故情勢等についてご講義をいただきました。講義の中では、
　　　　　　　　　KYT（危険予知トレーニング）システムを活用して、危険予測
　　　　　　　　　のための訓練の体験をしていただきました。
　　　　　　　　　　続いて、福山市市民局市民部市民生活課　林様から「交通安
全教室の実施方法について」と題して、交通安全教室のやり方やご自身の安全教室
を開催した際の経験談などを交えてお話をしていただきました。
　最後に、東広島市役所で実際に交通指導員として活躍されてる久保田交通指導員
から活動中の注意点などを講義していただきました。
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◇ 実施期間
  令和７年12月1日（月）から10日（水）までの10日間 　
◇ 運動重点
 ♦ 歩行者の安全な通行の確保 
 ♦ 高齢者の交通事故防止 
 ♦ 飲酒運転を始めとする危険運転の根絶 
 ♦ 自転車等の安全利用の推進 
◇ スローガン
  「てをあげて くるまにおしらせ ぼくはここ」 
◇ 安全運動開始式等予定
  日時：令和７年1２月１日（月）午後４時から
    場所：県庁本館１階ロビー
  概要：主催者の挨拶、交通安全宣言、
     白バイやパトカーの出動式、 街頭キャンペーンを実施
　



自転車を利用される皆様へ

～令和８年４月１日から～
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　道路交通法違反のうち、信号無視や

指定場所一時不停止など比較的軽微であ

り、警察官が現認可能で定型的な違反を

対象に、違反者が反則金を納めれば刑事

罰を科さない制度です。

　酒気帯び運転や酒酔い運転、あおりな

どの妨害運転など悪質な違反は、従来通

り、刑事罰の対象となる交通切符（赤切

符）で対応します。

　また、交通反則通告制度は16歳以上の

者を対象としております。

交通反則通告制度（青切符）とは・・
《主な違反と反則金額の例》

右側通行（警告に従わない）

携帯電話使用等（保持） 自転車制動装置不良  遮断踏切立入り

信号無視（交通の危険）

￥6,000 ￥6,000

 自転車ルールブック

↓詳しくはこちら↓

自転車の全ての交通違反が検挙されるのですか？

警察官の警告に従わない場合や、歩行者や他の車両に危
険を及ぼした場合など、悪質・危険な違反に対して検挙を
行い、それ以外の違反については指導警告を行います。

検挙された場合、運転免許停止などの処分がありますか？

自転車で交通違反をした場合、運転免許の点数が付され
ることはありません。しかし、その違反が飲酒運転やひき
逃げなど特に悪質・危険な交通違反の場合、点数に関係
なく運転免許の効力が停止されることがあります。


